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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 動 き 補 償 処 理 を 行 う 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 デ ー タ を 記 憶 す る メ モ リ と 、
　 動 き ベ ク ト ル か ら 求 め ら れ た 参 照 画 ア ド レ ス と 画 像 境 界 ア ド レ ス と の 比 較 を 行 う

第 １ の 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 手 段 に お け る 比 較 の 結 果 、 前 記 参 照 画 ア ド レ ス が 前 記 画 像 境 界 ア ド レ ス の 範
囲 外 で あ る 場 合 、 前 記 画 像 境 界 ア ド レ ス に よ り 前 記 メ モ リ に ア ク セ ス し 前 記 メ モ リ か ら 前
記 画 像 デ ー タ を 読 み 出 す 第 ２ の 手 段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 前 記 第 ２ の 手 段 に よ り 読 み 出 さ れ た 前 記 画 像 デ ー タ が 複 数 ビ ッ ト 幅 を 持 つ 場 合 、 前 記 読
み 出 さ れ た 前 記 画 像 デ ー タ を 画 像 境 界 の 画 素 デ ー タ を 拡 張 し な が ら 画 素 単 位 で シ フ ト し 出
力 す る 第 ３ の 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 前 ３ の 手 段 は 、 ハ ー ド ウ ェ ア で 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 前 記 動 き 補 償 処 理 は 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ ４ 規 格 に お け る 動 き 補 償 処 理 で あ る こ と を 特 徴 と す る 画
像 処 理 装 置 。
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